
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助
成の拡充を求める意見書

わが国においてウイルス性肝炎、特に
B型 。C型肝炎の患者が合計 350万人以

上とされるほど蔓延しているのは、国
の貢めに帰すべき事由によるも

ので、そのこ

とは、肝炎対策基本法などの法律
でも確認されているところであり、国

の法的責任

は

じ昨Ъ筏澁 者に対する医療費助成は、現在、肝炎
治療特別促進事業として

型 。C型肝炎ウイルス減少を目的とした

療とB型肝炎の核酸アナログ製All治療に

りヽら外れている患者が相当数に上
つてい

る。特に、肝硬変・肝がん患者は高額
の医療費を負担せぎるを得ないだけ

でなく、

就
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陪 膠 繁 財 蛹 認 電」鷺
者手帳)の対象とされているものの、医学

くなる直前でなければ認定されな
いといつた実態が報告されるなど、現在

の制度

は、肝炎患者に対する生活支援
の実効性を発揮していないと

の指摘がなされてい

る。

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等
の支給に関する特別措置法にお

いては、

「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対す
る医療費助成を含む支援の在り方に

つい

て検討を進めること」との附帯決議
がなされている。しかし、肝硬変

・肝がん患者

に対す
鬱「
療尋ζ成亀阜塁
生
二黎 」滉    Γ場あ猶予

も許されない課題である。

ょって、国におかれては、ウイ
ルス性肝炎患者に対する医療費助成

の拡充のた

め、次の事項について実現される
よう、強く要望する。

1 ウイルスキ生月千硬変・肝がんに係るg層
『 馨』穏種儡 基準を緩和

2 身体障害者福祉法上の肝機能障馨
し、患者の実態に応じた認定制度

にすること

以上、地方自治法第99条の規定により意見書
を提出する。
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